
  

くらしの安全・安心サポーター橿原 

ざ・ひめみこ since 2011 

ざ ・ ひ め み こ 

『点検無料で次々修理、老人世帯の救世主』 

『銀行窓口にて元本保証で利率のよい商品を紹介され契約』 
 

突然訪問し、屋根、床下などを無料点検、悪いところ

を修理してもらっています。 

老夫婦世帯なので屋根などの点検はできませんし、

目の届かないところまで点検してもらえるので、お任

せしています。１回きりでなく、台風や大雨の後なども

タイムリーに点検に来てもらって次々修理をお願いし

ています。また、白蟻や湿気防止対策も積極的に提

案、修理してもらっています。費用は高いのだと思い

ますが、いつ、大震災が来ても大丈夫と太鼓判を押

されていますし、なんといっても痒いところに手が届

く親切心がうれしいです。 

注文もしていないのに突然カニや健康食品が送られてきます。しかも代金引換で

す。注文書作成や振込などの手間が必要ありません。受け取るだけです。値段は

相当高く、味、効き目はわかりませんが世の中には親切な人がいるものだと感心、

感謝しています。 

もう老い先短いので少しでも社会のお役に立ちたくてね。

「必ず儲かります」というような欲のためじゃないのです。

やっぱり私も、良い事して、極楽にいきたいからねえ。 

世のため、人の為にいろいろやっています。良いことをす

るのは気持ちのいいものですね。 

●震災の被災者支援のため、 

「温泉付有料老人ホーム利用権」を購入。 
●再生可能エネルギー開発の為「太陽光発電事業

債」「グリーン電力証書」等を購入。 

銀行に預けていた退職金が満期になったので窓口に出向いたら、担当者に誕生日プレゼントをもらい、「元本保証で定期預金より利率の良い商品」を紹介されたので

契約しました。親切な行員さんで、いつも相談にのってもらっています。昔、投資信託で２００万円ほど損しましたので、それ以降は利率は低くても銀行の定期預金だけ

にしています。今回も顔見知りの親切な行員さんなので１００％信頼して契約しました。「保険」というような言葉を耳にしたような気がするのですが、銀行窓口で保険の

契約なんてしませんよね。 

休日、夜間等の突発的な水まわりのトラブル時の為に新聞折込チラシのシールを

冷蔵庫に貼り付けて利用しています。トイレ詰まりなどの緊急時にいやな顔一つせ

ずすぐに駆けつけてくれて助かっています。 

『休日夜間の突発的トラブルに頼れる業者』 

 
修理費は高いですが、見積もり無料、無料電話（０１２０－ ）で会社名もわかりませんが、同じトラブルが何度発生しても親切に対応していただいて本当に頼りになります。 

『社会貢献したい』 

『突然届く海産物、健康食品･･･ 

手間いらずで重宝しています』 



 

人から人へ、地域と消費生活センターを繋ぐパイプ役「ざ・ひめみこ」 

 

橿原市役所 産業振興課消費労政係内  TEL：0744-21-1212  FAX：0744-21-4112 

「ざ・ひめみこ」ニュース BEST５ （2012年度） 

①  広報「かしはら１１」「あなたを狙う詐欺・悪徳商法の手口」で活動状況紹介 

②  環境寸劇へ挑戦「３Ｒ活動推進寸劇」（異分野交流） 

③  子供消費者スクールで「ネトゲ体験ゲーム」（対象者開拓） 

④  インターネットの危険な手口紹介寸劇（テーマ増強） 

⑤  全国フォーラムへ出演（活動範囲を東京まで拡大） 

 

出前講座回数 25回／年間 

出前講座を各地域で行い、悪質な手口や対策と、消費生活
センターの相談窓口の案内を続けてきた。 

 
しかし、騙された事にすら気づかない人は絶えない。 

イコール 悪質商法は無くならないという現実が続く。 
 

「いまも、あなたの身近なところで、あなたの大切

な誰かが騙されているかもしれない。 

そして、騙しの手口は日に日に進化していく。 

より高度に、より巧妙に。」 

「ざ・ひめみこ」が目指す活動 

■「声なき声」を吸い上げ消費生活センターへ 
悪質商法の手口、対策を伝えるだけではなく、地域の人たち

の話を聴くプログラムの提供。そこで得た情報を、消費生活

センターに伝え、その先のネットワークを利用して再び地域

へ返すシステムの一端を担う。 

■「悪徳商法」への感受性向上 
「無料、特別、あなただけ」から「突然、激安、儲かる話」 

まで、悪質商法に的をしぼったクイズプログラムの導入。 

■行政の縦糸を補強する横糸（連携）の強化 

趣味サークル、子育てサロン等に出向き、これからの地域を

担っていく人たち向けに、消費者トラブル情報を提供する。

そして、実際に来た訪問販売や電話勧誘の情報などを、消費

者相談窓口に連絡して貰うという在宅でできるボランティア

企画の提案。自分達が悪質商法にきちんと対応できるように

なると同時に、家族や地域の被害も防止でき、さらには消費

者相談窓口を身近に感じてもらう事ができる。またそれを見

て育つ子ども達も、相談窓口があることや、社会貢献の大切

さを知ることができる。 

私たちの活動には、今、何が必要なのか？ 


